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告 示■

◎群馬県告示第１７５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年６月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ４０６号 高崎市下豊岡町字尺地２８７番地先か 前 １０．３～１５．０ ８０．３
ら同市同字同２９９番の１地先まで

後 １０．４～２１．０ ８０．３

◎群馬県告示第１７６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年６月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル

県道 下仁田小幡線 富岡市岡本１３１１番の２地先から同 前 ５．８～６．９ ３７．１
市同１３１２番の１地先まで

後 １２．８～１４．６ ３７．１

◎群馬県告示第１７７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和２年６月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長路線名 区 間
種 類 前後別 メートル メートル
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県道 中之条草津線 吾妻郡中之条町大字上沢渡字唐操原外 前 １０．０～３１．６ ３０２．３
１国有林４６林班か小班地先から同郡
同町大字同字唐操原外１国有林４６林 後 １７．３～４４．３ ３００．０
班の小班地先まで

◎群馬県告示第１７８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和２年６月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日道路の
種 類

県道 中之条草津線 吾妻郡中之条町大字上沢渡字唐操原外１国有林４６林班 令和２年６月２６日
か小班地先から同郡同町大字同字唐操原外１国有林４６
林班の小班地先まで

◎群馬県告示第１７９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県中之条土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和２年６月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日道路の
種 類

一般国道 １４４号 吾妻郡嬬恋村大字西窪字上河原９０番の２３地先から同 令和２年６月２６日
郡同村大字鎌原字田小路９３５番の１地先まで

◎群馬県告示第１８０号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、次のとおり使用料の収納の事務

を委託した。

令和２年６月２６日
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群馬県知事 山 本 一 太

１ 委託を受けた者の所在地及び名称 前橋市紅雲町一丁目７－１２ 群馬県住宅供給公社

２ 委託した事務の内容 群馬県県営住宅管理条例（昭和３５年群馬県条例第３２号）第２４条に規定する県営住

宅の家賃の収納事務

３ 委託期間 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活こども部県民

活動支援・広聴課において縦覧に供する。

令和２年６月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和２年６月１５日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人にゃんこ こねくしょん

３ 代表者の氏名 近藤昇大

４ 主たる事務所の所在地 高崎市箕郷町生原１８６４番地１

５ 定款に記載された目的

(1) この法人の活動目的は、人間と動物とが共生できる地域社会の実現を目指すことである。

(2) 当法人は、本条第１項に掲げる目的を実現するために人々の動物愛護精神の育成に寄与することを目的とす

る。

肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号。以下「法」という。）第１２条第２項の規定により、次のとおり肥料

の登録有効期間を更新したので、法第１６条第１項の規定により公告する。

令和２年６月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

肥料の 保証成分量 その他の 生産業者の
登録番号 肥料の名称 有効期限

種 類 （％） 規 格 名称及び住所

群馬県登録 混合有機質 Ｋユーキ 窒素全量 肥料取締法 株式会社ニチリウ永瀬 令和５年６月
第１０００ 肥料 ４.０ 第３条第１ 福岡県福岡市博多区博多 ２９日
９号 りん酸全量 項の規定に 駅東一丁目１４番３号

５.０ よる公定規
加里全量 格のとおり
２.０

収用委員会公告■
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